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今後の本合同会議での議論の進め方について、以下の意見を提出いたしますので、

検討のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

42検討語圏T主要いでi

本合同会議の検討範囲が不明確であると思う。前回合同会議の資料 1では、検討内容

として「今後のフロン類対策を推進する方策を検討する」とあるが、冷凍空調機器の冷

媒対策以外の分野について、どのように扱う予定なのか。

なお、現在の合同会議の委員は、これまでの審議の経緯から、冷媒対策の検討を主と

した構成となっていると思われる。

以下のような総合的な冷媒対策の議論を行う必要がある。

( 1 )温暖化抑制に優れた GWPの低い冷媒への転換

(2 )既設機器からの排出抑制(回収、漏洩防止)

(3 )経済的手法について

(4 )オゾン層保護対策 (HCFCのフェーズ、アウト)政策との整合性

( 1 )温暖化抑制に優れた GWPの低い冷媒への転換

GWPが低く、省エネ性、経済性に優れた冷媒に転換していくことが最も効果的かつ抜

本的な冷媒対策である。 GWPの低い冷媒は既に実用化段階にあるものも多く、以下の高

圧ガス保安法上の課題が早期に解決され、導入促進のための施策が講じられれば、中長

期的なフ口ン類排出抑制が可能である。
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① GWPの低い冷媒の利用促進のための規制緩和

既存のフロン系冷媒 R410A(HFC-32/125の混合:GWP2，090)、R22(HCFC-22:GWP1，810))、

R404A (HFC-404A : GWP3920)より温暖化係数の GWPの低い冷媒 (R32(HFC-32 : GWP675)、

R1234fy (HFO-1234fy: GWP4)、R1234ze(HFO-1234ze: GWP6)及びこれらの冷媒を含め

た数種類の冷媒の混合(混合冷媒)は、家庭用エアコンや業務用パッケージエアコン、

力一エアコン等の幅忠い分野で、性能・耐久性・安全性の評価 E 研究・開発が進められ、

実用可能な冷媒である。

R32等は、モントリオール議定書に基づき HCFCのフェーズアウトに取り組む途上国に

おいても、 R22(HCFC-22)に代わる本命の冷媒と注目されている。

別添資料は、現在の高圧ガス保安法の冷媒ガス種別規制体系の概要図である。

我が固では、上記冷媒は冷凍則では別添資料の第 2グループに属する可能性があり、

高圧ガス保安法の様々な制約があり、実用化するには課題がある。

GWPの低い冷媒 (R32、HFOなど)への転換には、従来の冷凍空調機器の冷媒 (R22、

R410A、R404Aなど)が属する第 1グループ並みの規制とすることが不可欠である。

また、冷媒回収装置についても、高圧ガス保安法の適用除外となるのは、高圧ガス保

安法施行令第 2条第 3項 6号並びに高圧ガス保安法施工令関係告示第 2条において「フ

ルオロカーボン(不活性のものに限る)Jと規定していることから、この点についても、

第 1グループ並みの規制としなければ、円滑な回収を行うことが出来ない。

なお、燃焼特性を有し毒性のあるアンモニアについては、既に規制の適用除外(高圧

ガス保安法一冷凍保安規則一第 7条 14項、アンモニア冷媒設備の防爆性能の適用除外)

が明文化されている。

② ノンフロン冷媒利用拡大のための規制緩和/法整備

(ア)CO2冷媒の利用促進のための規制緩和

CO2を冷媒とする冷凍空調機器の出荷実績は下記のようになっている 0

・家庭用口キュート 302.3万台

・業務用エコキュート 19，389台

• NHalC02二元および二次冷媒方式冷凍設備 426台

しかし、 CO2は不活性ガスであるにもかかわらず、高圧ガス保安法では可燃性ガスのプ

ロパンと同様の運用を求められている(別添資料の第 3グループ)。中環審でも自然冷

媒の普及拡大が必要との議論があり、自然冷媒である CO2冷媒を使った機器の更なる市

場拡大には、高圧ガス保安法の規制緩和が必要である。
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(イ)HC冷媒を安全に利用するための制度整備

ハイドロカーボン (HC)は冷媒としての性能は高いが、可燃性ガスであり爆発事故の

おそれがある。このため、安全性を十分確保していくことが、代替冷媒としての実用化

を促進するために重要である。なお、現在 HCを冷媒として使用している機器(家庭用

冷蔵庫や自販機)は専用に設計し安全性を確保したものである。

冷凍空調機器メーカ(工業会)は、既存の冷凍空調機器のフロン冷媒を HC冷媒に入

れ替えるユーザーがいる実態を危慎している。 HC冷媒は別添資料の第 3グループに位置

付けられており、 3冷凍トン未満の機器については高圧ガス保安法の適用を受けないが、

爆発等の危険を有している。なお、海外では、 HC冷媒を安全に使用するための基準とし

て、許容充填量 150gの規定 (IEC60335-2-24(家庭用冷蔵庫安全))がある。

圏内でも何らかの容量制限を設けるなど、安全性を考慮した使用制限を設けることも

検討の余地がある。

また、 3冷凍トン以上の機器の利用については、大量の可燃性ガスをーヶ所に蔵する

ことになるため、より安全の確保が求められるにも関わらず、現状の高圧ガス保安法で

は届出制となっている。安全に冷凍空調機器を運用する面からも、販売事業者への高圧

ガス保安法上の規制強化を図るとともに、 HC冷媒の特性に関するユーザーへの徹底した

周知もが必要である。

(2)既設機器からの排出抑制(回収、漏洩防止)

本合同会議では、業務用冷凍空調機器に絞って議論し、家庭用エアコン・冷蔵庫や力

一エアコンについては検討の射程としないと解してよいか。フロン回収破壊法の見直し

の視点としては、資料6に示され論点は適当と考える。

(3)経済的手法について

環境省が行った「経済的手法の検討」は、廃棄時のフロン類排出抑制(回収促進)と

いう目的を達成するための手段の議論、特にフロン回収破壊法が対象とする業務用冷凍

空調機器の廃棄時のフロン類排出抑制(回収促進)の手段と考えてよいか。

A-Cの各案についての、現時点で気づきの点は以下のとおり。

まずは、これらの課題について、社会的費用を最小化するという観点も踏まえ、検討す

ることが重要である。

-価格上昇によるユーザーの行動変化を狙う A案(フロン税)は、廃棄時の回収率改善

に直接繋がる施策ではないと考えられる。

-回収破壊費用の前払い(デポジット)を前提とする B案及びG案については、機器廃

棄時のユーザー負担を軽減(又はユーザーに経済的メリットを付与)することで廃棄
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時回収にインセンティブを与える仕組みであるとしても、既に指摘されているような

「費用算定の困難性Jr既存機器の対応困難性」、「ユーザー情報の把握の困難性」が

ある。いずれにしても、経済的手法の導入を検討する前に、冷媒管理体制構築にある

冷媒充填量把握や機器の存在把握(つまり機器の管理)ができていることが前提にな

ると考える。現在、経済産業省からも報告があったように冷媒管理体制構築のための

実証モデル試験が実施されており、この結果を生かした制度設計が必要ではないかと

思慮される。

また、現行フロン回収破壊法ではフロン回収責任者を「業務用冷凍空調機器の麗棄等

を行う者(ー機器ユーザー)と定めているが、資料 2のG案は、フロン回収責任者を

「機器メーカーが法的な責任者である」とする大きな変更がある。

(4)オゾン層保護対策 (HCFCの)1-].:1ウト)政策との整合性

我が国では、モントリオール議定書に基づき、 HCFCの段階的削減・廃止(フェーズ、ア

ウト)を実施しており、補充用 HCFC22冷媒の生産・輸入はオゾン層保護法に基づき 2021

年以降禁止となる。

しかしながら、 HCFC22を冷媒として使用する機器は 2021年以降も市中に存在しつづ

け、その補充用冷媒の需要は存在しつづける。特に、製品寿命が極めて長い冷凍冷蔵倉

庫、 HCFC-22の代替冷媒利用が未だ実用化されていない漁船用冷凍装置については、将

来への懸念が具体化している。囲収したフロン類の再生利用の検討に際しては、これら

の点についても検討の視点に加えられるべきである。

以上
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別添資料

冷媒ガス種別規制体系概要表

|主日の湘力ω怜Q;lQ;J
〈家庭用問ン〉

噂 噂

対

象

櫨

器

Q;J 噂 ~ 

第2謹製造者)第1種製造者

第2種製造者 ヨ第1種製造者

第1種製造者

(注)第 1種製造者:都道府県知事への認可が必要

第 2種製造者:都道府県知事への届出が必要

その他製造者:届出は不要であるが、技術基準を道守

適用除外 :高圧ガス保安法の適用を受けない
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(参照条文)

O冷凍保安規則

(適用範囲)

第一条 この規則は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」と

いう。)に基づいて、冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)に係る

高圧ガスに関する保安について規定する。

(用語の定義)

第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

可燃性ガス アンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、

ノルマルブタン、プロパン及びプロピレン

毒性ガス アンモニア及びクロルメチル

不活性ガス 二酸化炭素、フルオロカーボン十二、フルオロカーボン十三、フル

オロカーボン十三B一、フルオロカーボン二十二、フルオロカーボン百十四、フルオ

ロカーボン百十六、フルオロカーボン百二十四、フルオロカーボン百二十五、フルオ

ロカーボン百三十四 a、フルオロカーボン四百-A、フルオロカーボン四百一B、フ

ルオロカーボン四百二A、フルオ口カーボン四百二B、フルオロカーボン四百四A、

フルオロカーボン四百七A、フルオ口力一ボン四百七B、フルオロカーボン四百七C、

フルオロカーボン四百七D、フルオロカーボン四百七 E、フルオロカーボン四百十A、

フルオロカーボン四百十B、フルオロカーボン四百十三A、フルオロカーボン四百十

七A、フルオロカーボン四百二十二A、フルオ口力一ボン四百二十二D、フルオロ力

一ボン四百二十三A、フルオロカーボン五百、フルオロカーボン五百二、フルオロカ

ーボン五百七A、フルオロカーボン五百九A及びヘリウム

四~七(略)
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0一般高圧ガス保安規則

(適用範囲)

第一条 この規則は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」と

いう。)に基づいて、高圧ガス(冷凍保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十一

号)及び液化石油ガス保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を

受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則 (昭和

六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造

に関する保安を除く。)について規定する。

(用語の定義)

第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、

アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ

レン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シ

アン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン

化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、

プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシ

ラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであって次の

イ又はロに該当するもの

イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下閉じ。)の下限が十パーセ

ント以下のもの

口 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの

毒性ガス アクリ口ニトリル、アク口レイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニ

ア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、ク口口プレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、

酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエ

チルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、

トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホス

フィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガス

であってじよ限量が百万分の二百以下のもの

特殊高圧ガス アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モ

ノゲルマン、モノシラン

四 不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒

素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)

五#"v (略)

7 


